
●特例措置
○バリアフリー車両

乗車定員 取得時期 新車区分 軽減内容

- 取得価額から1,000万円控除

30人以上
（空港アクセスバスに限る）

取得価額から800万円控除

30人以上 取得価額から650万円控除

30人未満 取得価額から200万円控除

- 取得価額から100万円控除

※１　一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運航のために導入するもの又は一般貸切旅客自動車運送事業者がその事業のために導入するものに限る

○ＡＳＶ（先進安全自動車）
車両総重量 取得時期 新車区分 軽減内容

- 取得価額から175万円控除

3.5ｔを超えるもの 取得価額から175万円控除

※２　トレーラーを除く

区分

ユニバーサルデザインタクシー

ノンステップバス（※１）

区分

リフト付きバス（※１）

新車

令和7年4月1日
～

　令和9年3月31日
新車

令和7年4月1日
～

令和9年3月31日

衝突被害軽減ブレーキ（歩行者検知機能付き）
バス等（立席のないもの）

衝突被害軽減ブレーキ（歩行者検知機能付き）
トラック（※２）


